
審議対象期間

別紙様式第６

入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：令和8年2月17日）

開催日及び場所

委員

審議対象案件
161件　　うち、１者応札案件67件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

抽出案件
10件　  うち、１者応札案件　　4件
（抽出率6％）　　　　   （抽出率6％）
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件
　　　　　　　　　　　   （抽出率　％）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争
　　2件　　うち、１者応札案件　　0件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

指
名
競
争

公募型指名競争

工事希望型競争

その他の指名競争

随意契約（企画競争・公募）

一　般　競　争
　　5件　　うち、１者応札案件　　3件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

業務

一般競争
  　1件　　うち、１者応札案件　　0件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

指
名
競
争

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

随意契約
　　0件　　うち、１者応札案件　　0件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

随意契約（その他）
　　0件　　うち、１者応札案件　　0件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

随
意
契
約

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

その他の随意契約
　　2件　　うち、１者応札案件　　1件
　　　　　　契約の相手方が公益社団法人等の案件0件

令和7年12月15日（月曜日）九州森林管理局4階第2会議室

渡邉　剛 （弁護士）
諏佐  マリ （熊本大学法学部准教授）
林田　展幸 （公認会計士）

令和7年7月1日～9月30日

特になし

（特記事項）

指　名　競　争物品・
役務等



質問 回答
〇指名停止等について

・該当なし。

〇抽出事業について

・№１（後山治山工事（関連災））について、資料の工事
費内訳の比率で、モルタル吹付やモノレールなどの単
価に高低差がある理由は。

・これらは専門業者の見積による積算であり、業者ごとに
見積額の差が生じるためです。

（ホームページ掲載
日：令和8年2月17
日）

・№２（令和7年度 永久井野林道6支線災害復旧工事２
（災１））について、入札公告に訂正公告が出ているが、
その経緯は。

・開札時刻に誤りがあったため訂正公告を行いました。

・内部チェックは行っていないのか。 ・内部チェックは行っていたが、当該箇所の確認が漏れ
ていました。以後徹底します。

・予定されていた入札参加資格の等級と、拡大後の範
囲は。

・等級はＢ等級を予定していたが、競争性確保の運用に
よりＡ等級～Ｃ等級まで参加可能としました。

・落札者以外の業者等級は。 ・１者がＢ等級、１者がＣ等級です。

・入札執行調書で点数が表示されていない理由は。 ・予定価格を超過した入札は評価対象外のため、点数
表示がありません。

・№３（大分西部森林管理署院内森林事務所新築工
事監理）について本体工事は落札されたのに、監理
業務に入札参加がなかった理由は。

・参加予定の業者から入札日に入札辞退の申請があ
り、応札者無しとなったものですが、公告期間が短かっ
たことも要因ではないかと考えています。

・ 一者見積もりとなった理由は。 ・本体工事が開始しており、早急に監理業務が必要で
あったため、設計を担当した業者に見積を依頼しまし
た。

・入札の周知方法や随意契約時の見積徴収の見直しが
必要ではないか。

・今後は公告期間の確保、周知方法や見積徴収の工夫
を行います。

・№４（治山災害復旧調査業務（安久鹿倉地区））につい
て、落札率が低くなった要因は。

・直接人件費は適正で、間接費（一般管理費・諸経費）
の圧縮が影響したと分析しています。

・予定価格の積算方法は。 ・ 林野庁通知・標準仕様書に基づき積算しています。

・本体工事に有利となるような調査結果を作成する可能
性はあるのか。

・調査は標準仕様書に基づき客観性が確保され、特定
業者が有利となる結果を作成することはできません。

・№５（治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（遠
賀川森林計画区ほか）について、最安値である業者の
評価値が低い理由は。

・九州森林管理局発注の業務実績および過去３年間の
管内実績が無く、業務成績点が加算されなかったため
です。

・具体的な長寿命化対策の対象施設と目標は。 ・コンクリート構造物、落石防護柵、波消しブロック、谷止
工、山腹工等を対象に、損傷を早期発見し補修すること
で長寿命化を図っています。点検周期は５年です。

・№６（尾鈴（川南）国有林1055林班外森林整備（保育
間伐【活用型】）請負）について「下請け」という用語の使
用について、何か方針はあるのか。

・令和８年１月１日の、下請法（中小受託取引適正化法）
施行後に、本庁からの変更指示があるのではないかと
考えます。

・№７（鰐頭国有林森林整備（保育間伐【活用型】外）事
業請負）について花粉の少ない苗木は花粉症対策か。
また全部に導入はできないのか。

・花粉発生源対策のため導入しています。供給量が少
なく高価なため、都道府県が設定した「スギ人工林伐採
重点区域」に準じた国有林で優先的に使用しています。
供給量が増加すれば全域導入も検討可能です。

・作業道の作り方について説明されたい。 ・フォワーダ通行のため幅3m程度で造成し、切土・盛土
のバランスを取り自然への影響を最小化しています。森
林作業道については次回の事業実施の際にもメンテナ
ンスを行い使用できます。

委員からの意見・質
問それに対する回答
等



・№８（建設機械借上単価契約（伊佐地区２））につい
て、落札率が高い要因は。

・公表単価や地区ごとの土石・砕石等の価格を地元組
合から聞き取り可能なため、予定価格に近い入札額に
なったものと考えられます。

・№９（森林被害緊急対策事業（屋久島地域））につい
て、ヤクシカは保護対象ではないのか。

・保護対象ではありません。絶滅危惧種ではなく個体数
管理対象です。

・ ジビエ利用はできないのか。 ・ 加工場までの距離や衛生基準が課題で、現状では事
例が少ない状況です。条件が整えば活用を検討できる
のではないかと考えます。

・ 熊対策のようなクレームは。 ・特に報告はありません。

・ 低価格での落札となった要因は。 ・ 餌代・燃料など直接経費を抑えた積算が要因ではな
いかと考えます。

・ 低価格による事業実行への懸念は。 ・前年度実績もあり、積算内訳等から実行可能と判断し
ました。

・目標頭数の根拠と未達成時の対応は。 ・生息密度等の実績から目標頭数を設定しています。目
標に届かなかった時は原因分析書を求めます。

・№10（森林保全再生整備に係る有害鳥獣捕獲等事
業）について、No.9の屋久島地域での事業と比べ、罠数
に対する目標頭数が高い理由は。

・ 生息密度や１つの罠で複数頭捕獲する場合があり、
単純比例していないためです。

・仕様書に食肉加工があるが実施しているのか。 ・制度上は可能ですが、加工場までの距離が遠い等の
理由から実例はありません。

・地元猟友会の参加を促進することは出来ないのか。 ・高齢化により体制構築が困難と考えられます。

・落札率が低くなった要因は。 ・地元事業者の継続受注であり、地域事情に精通してい
る等の要因が入札金額に反映されたと考えています。

・予定価格と落札額の乖離が大きく、積算見直しが必要
では。

・本庁も認識しており、全国的な事例も踏まえ積算方法
の見直しが検討されています。

委員会による意見の
具申又は勧告の内
容［これらに対し部局
長が講じた措置］

特になし

事務局：九州森林管理局企画調整課

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。
(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第
１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。


